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町職員（新卒・社会人経験者等）を募集新庁舎整備基本構想等検討委員会委員を募集

障がい者福祉計画策定委員を募集 高齢者福祉計画策定等委員を募集

　町政への即戦力として活躍する人材を募集します。
一緒にまちづくりをしませんか？職種・受験資格な
ど詳しくは町ホームページか職員採用試験案内をご
確認ください。
▶︎採用予定時期　令和２年８月１日
▶︎募集職種　�①事務職（社会人経験者）�

②事務職（障がい者）�
③技術職（建築・土木）　④消防職

▶︎受付期間　�４月17日（金）まで（郵送可）�
※土・日曜日、祝日を除く

▶︎受付場所　総務課　
▶︎試験日程　５月16日（土）（一次選考試験）

　６月以降に町役場で働くパートタイム会計年度任
用職員を募集します。
　仕事の内容や募集人数、勤務条件などは、職種に
より異なります。詳しくは町ホームページか募集案
内をご確認ください。
▶︎募集職種　保育士、司書ほか
▶︎受付期間　�４月15日（水）まで（郵送可）　�

※土・日曜日、祝日を除く
▶︎受付場所　総務課

総務課　☎内線210

　町では、新庁舎整備に向けた基本構想（案）の策定
を進めるに当たり、検討委員会の委員を募集します。
▶︎�応募資格　町内在住・在勤・在学の平日に開催す
る会議に出席できる18歳以上の方。ただし、公務
員の方や町の他の審議会等の委員の方は除きます。
▶︎募集人数　１人
▶︎�任　　期　委嘱の日から基本構想（案）の策定まで
（令和３年度までを予定）
▶︎�会議開催　令和２年度は、平日に２回程度
▶︎報　　酬　１回　6,500円
▶︎�応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入のう
え、小論文を添えて、持参、郵送、FAXまたはメー
ルで提出してください。詳しくは募集要領をご確
認ください。
※�募集要領等は、総務課、１階ロビーまたは国府支
所で配布するほか、町ホームページからもダウン
ロードできます。
▶︎�小論文テーマ　「大磯町らしい新庁舎に求められ
るもの」（800字以内）
▶︎締 切 り　４月30日（木）（当日消印有効）　
▶︎提 出 先　（郵送）〒255-8555　大磯町東小磯183　総務課
　Eメール：shisetsu@town.oiso.kanagawa.jp
　FAX（61）1991
� 総務課　☎内線209

　町では、令和３年４月からの「大磯町障がい者福
祉計画」の策定に当たり、町民の意見を反映するた
め、策定委員会の委員を募集します。
▶︎応募資格　�町内に住所を有する20歳以上の方�

（令和２年3月31日現在）
▶︎募集人数　２人
▶︎任　　期　令和３年３月末まで
▶︎会議開催　平日に年３回程度
▶︎報　　酬　１回　6,500円
▶︎�応募方法　所定の応募用紙に必要事項及び現在の
障がい者支援に対するご意見、今後の課題等を
800字以内で記入し、持参、郵送、FAXまたはメー
ルで提出してください。
※�公募要領等は、障害福祉センター、福祉課及び国
府支所で配布するほか、町ホームページからもダ
ウンロードできます。
▶︎締 切 り　４月24日（金）（当日消印有効）
▶︎提 出 先　（郵送）〒259-0111　大磯町国府本郷1196
　Eメール：oubos-fukushi@town.oiso.kanagawa.jp
　FAX（73）1285　

障害福祉センター　☎（73）4530

　町では、団塊の世代が75歳以上となる2025年の高
齢社会を見据え、「第八期大磯町高齢者福祉計画・
介護保険事業計画」を策定します。町民の意見を反
映するため、策定委員会の委員を募集します。
▶︎応募資格　�町内に住所を有する20歳以上の方�

（令和２年３月31日現在）
▶︎募集人員　２人　　
▶︎任　　期　令和５年３月末まで
▶︎会議開催　平日に年４回程度　　
▶︎報　　酬　１回　6,500円
▶︎�応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入のう
え、小論文を添えて、持参、郵送、FAXまたはメー
ルで提出してください。
※�募集要領等は、福祉課及び国府支所で配布するほ
か、町ホームページからもダウンロードできます。
▶︎�小論文テーマ　「高齢者がいきいき暮らせるまち
づくりについて」（1,200字以内）
▶︎締 切 り　４月24日（金）（当日消印有効）
▶︎提 出 先　（郵送）〒255-8555　大磯町東小磯183
　福祉課　高齢福祉係
　Eメール：oubo-kourei@town.oiso.kanagawa.jp
　FAX（61）6002� 福祉課　☎内線315
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○�周囲に未収穫の果実などが落ちていませんか。
○�近くに動物が隠れられるような茂みはありませんか。
　鳥獣害対策では、「餌付けをなくす」＆「ひそみ場をなくす」ことが重要です。まずは、畑や庭など、周りの
環境を見直しましょう。さらなる対策を進めたい方は、町の制度をご利用ください。

野生動物の被害で
　　　　　　お困りの方へ

農作物被害対策の補助金 狩猟免許取得の補助金

概　　要 農作物の被害対策に使用する資材の購入費用を補助します。
（電気柵、ネット類、金網・鉄線類、トタン、その他）

有害鳥獣捕獲を目的とした狩猟免許試験の受
験にかかる費用を補助します。

補助対象

次の全ての項目を満たす方
①町内に住所がある個人または町内に所在地がある法人
②�申請農地を所有しているまたは法令に従った方法で借り入
れている方
③②の農地を使用している方
④町税を滞納していない方

※ただし、次の場合は補助の対象になりません。
・�申請農地が過去に補助金の交付を受けており、交付決定日
から５年が経過していない場合
・�補助金の申請と同一年度内に資材の購入から設置まで完了
しない場合

次の全ての項目を満たす方
①町内に住所がある方
②農業または林業を行い、収入を得ている方

※�ただし、同じ種類の狩猟免許について、最
初の受験を含む３年度以内かつ３回までが
対象です。

補助金額

【認定農業者】
　購入費用の1/2以内（限度額は設置１か所につき５万円）
【その他の農業者】
　購入費用の1/3以内（限度額は設置１か所につき３万円）

※申請農地が基準より広い場合は、限度額を増額します。

受験１回につき５千円

※�ただし、費用が５千円を超えない場合は、
その金額が補助額になります。

申請手続

・�申請前に設置したものは、対象となりません。�
必ず資材を購入する前に申請書を提出してください。
・資材設置後には実績報告書の提出が必要です。
・希望される方は産業観光課までお問合せください。

・�申請前に受験した方は、対象となりません。�
必ず受験前に申請書を提出してください。
・受験後には実績報告書の提出が必要です。
・�希望される方は産業観光課までお問合せく
ださい。

問 合 せ 産業観光課　☎内線262

小動物用捕獲器の貸出し
概　　要 ハクビシンやアライグマにお困りの方に、小動物用捕獲器の貸出しを行っています。
捕獲対象�
の動物　 鳥獣保護法で捕獲を認められた鳥獣のうち、ハクビシン、アライグマ等の有害小動物

貸出対象
次の全ての項目を満たす方
①鳥獣保護法の規定による捕獲許可証の交付を受けている方（許可証は町が発行します）
②自己の責任で捕獲器の管理、餌の入替え等ができる方

貸出期間 原則14日以内（貸出日及び返却日を含む）
費　　用 無　料
申請手続 希望される方は、環境課までお問合せください。

備　　考 ※貸出状況により、お待ちいただく場合があります。
※�ご自身で捕獲器をお持ちの方も、捕獲する際は許可が必要になります。

問 合 せ 環境課　☎（72）4438


